
資料１ 

平成２８年度第１回高松市コンパクト・エコシティ推進懇談会  
平成２８年８月２９日 

高松市市民政策局 
コンパクト・エコシティ推進部 

まちづくり企画課 



８章 計画の推進に向けて 
8.1 計画の目標値と評価方法 
8.2 見直し・進行管理の考え方 1 

はじめに 

１章 計画策定の目的と位置づけ 

２章 高松市の現状と課題 

３章 立地の適正化に関する基本的な方針 

４章 都市機能誘導区域 

５章 居住誘導区域 

６章 誘導施設と届出制度 

７章 具体的施策 

1.1 計画策定の背景と目的 
1.2 計画の位置づけ 
・計画の役割・機能 
・上位計画・関連計画との関係 

1.3 計画区域と目標年次 

2.1 高松市の現状 
・人口動態と将来の見通し 
・土地利用の動向 
・生活利便施設の立地と充足状況 
・公共交通の現状と見通し 
・財政の現状と見通し 

2.2 立地の適正化に係る課題 

3.1 立地適正化計画の理念・将来都市像 
3.2 立地適正化計画の方針 
・基本方針 
・区域設定の基本的な考え方（都市機能誘導区域・居住誘導区域） 

4.1 都市機能誘導区域の設定方針 
4.2 都市機能誘導区域の設定 

5.1 居住誘導区域の設定方針 
5.2 居住誘導区域の設定 

6.1 誘導施設 
6.2 届出制度 

7.1 将来像の実現に向け今後取り組む施策 
・国等の支援策 
・自治体による独自施策 

7.2 リーディングプロジェクト（当面取り組む事業等） 

（１）計画の目次と掲載事項 ※赤字が今回の説明事項、太字は計画に掲載することが必須の事項 
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 ○低密度な拡散型の都市構造を形成 
   平成１６年５月に市街化区域と市街化調整区域の区分、いわゆる線引き制度を廃止 

   
 

都心地域は人口減少する一方で、用途地域縁辺部（用途白地地域等）は人口増加 
 
 

 ○人口減少・超高齢社会の到来 
高齢者人口の増加及び生産年齢人口の減少 
（国立社会保障・人口問題研究所将来推計 H22年419,429人⇒H72年277,407人） 

    
 

 ○本市の今後のまちづくりにおいて予測される問題点 
   ・様々な都市機能が集積している都心地域の空洞化及び都市活力の喪失 

・自動車を利用できない高齢者の増加により、市民生活の不便化 
・道路など新たなインフラ整備に起因する維持管理コスト増による自治体運営の圧迫 
・過度な自動車への依存による環境負荷の増加                   等 

   
   
       
  
   

このまま都市の拡散化（郊外化）を放置すると 

（１）計画策定の背景及び本市の現状・問題点 

⇒低密度な拡散型の都市構造を形成 
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（１）に対応するため、下記のとおりコンパクトなまちづくに向けた取組を推進 
 

 〇平成２０年１２月  新たな「都市計画マスタープラン」を策定 
目指すべき都市構造「多核連携型コンパクト・エコシティ」 

  
 〇平成２２年１１月 「高松市総合都市交通計画」を策定 
 

 〇平成２３年１２月 都市計画制度の見直し 

  ①用途地域の指定 

  ②特定用途制限地域の見直し 

  ③開発許可基準の見直し 
 

 〇平成２５年２月 「多核連携型コンパクト・エコシティ推進計画」を策定 
 

 〇平成２５年９月 「高松市公共交通利用促進条例」を制定 
 

 〇平成２７年３月 「高松市地域公共交通網形成計画」を策定 
  
 ○平成２８年３月 「高松市地域公共交通再編実施計画」を策定 
 

        
  

（２）これまでの本市のコンパクトなまちづくりに向けた取組 



• 立地適正化計画は、都市計画マスタープラン及び多核連携型コンパクト・エコシティ推進
計画が目指す「多核連携型コンパクト・エコシティ」の実現を後押し 

 

• 計画策定により国から民間事業者に直接支援を行う新たな補助制度の活用や社会資
本整備総合交付金の補助率上乗せなどが可能 
 
 
 

人口減少・超高齢者社会を見据え、３０年、５０年後においても、活力を失わず、市民が
いきいきと暮らせるよう、集約拠点への都市機能の集積と市街地拡大抑制し、コンパク
トで持続可能なまちづくりを進めていくことが必要 

 
 
 
 

だれもが暮らしやすい、コンパクトで持続可能なまちづくりを実現 

（３）計画策定の目的 
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本市においては 

立地適正化計画を策定し、国の
補助制度を有効活用しながら 



（４）計画策定のねらい 

ア 一定の人口がまとまって生活することにより、医療・福祉・商業等生活利便施設及び
公共交通の利用者の確保・維持 及び地域コミュニティの維持・活性化 

 

イ 高齢者等が公共交通又は徒歩により、生活利便施設等の利用や拠点間等の移動 
  が可能 

  これに伴い、外出の機会が増え、健康増進（社会保障費の抑制）及び消費（地域経
済の活性化）が活性化 

 

ウ 公共投資・行政サービスの効率化と公共施設の維持管理の合理化により、健全な
行政運営を維持 

 

エ 適切な居住誘導や集約拠点への都市機能誘導により、有効な土地利用が図られる
とともに、賑わいが創出され、都市活力が向上 

 

オ まちづくりと連携した公共交通ネットワークの再構築により、過度な自動車利用が減
少し、ＣＯ２排出量の削減及びエネルギーの効率的利用など環境への負荷が低減 

                                                    
                                                  等 

5 
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   高松市総合計画（第６次） 

即す 

・公的不動産 
・空家 
・医療福祉 
・中心市街地活性化 
・教育 
・商業 
・農業 
・林業 
・住宅 
 

等  各種計画 

たかまつ創生総合戦略 

都市計画マスター
プラン 

多核連携型コンパク
ト・エコシティ推進計画 

 
 

 
 
 

総合都市交通計画 

調整・連携 

多
核
連
携
型
コ
ン
パ
ク
ト
・エ
コ
シ
テ
ィ
の
実
現
を
目
指
す 

都市機能集
積誘導 

集約拠点への 
居住誘導 

公共交通沿線・ 
結節点への 
居住誘導 

立地適正化計画 
誘導実施部分を担う 

＊都市マスの一部とみなす。 
また、多核連携型コンパクト・ 
エコシティ推進計画における 

拠点への集約を図る 
施策を規定 

（５）本市における計画の位置づけ（上位計画、関連計画との関係性） 
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（１）人口の現状と将来見通し（たかまつ人口ビジョンの数値を使用） 
    ●平成２７年（２０１５年）まで、人口は増加 
  ●今後、人口減少と合わせて、少子高齢化の進行及び生産年齢人口の減少が進むと推計 
 

図 年齢別人口の推移と将来推計 
出典：国勢調査及びたかまつ人口ビジョン 

総人口    

平成22年(2010年) 
  約41.9万人 

平成62年（2050年） 
約37.7万人へ減少 

高齢化率    

平成22年(2010年) 
    23.2% 

平成62年（2050年） 
36.4%高齢化進行 

（万人） 推計値 



図 人口密度の分布（平成22年） 
出典：国勢調査 

図 総人口の増減（平成22年→平成62年） 

（２）人口動態と将来の見通し 
 ① 現状と将来見通し（総人口の増減） 

●太田・多肥地区等で人口が増加するものの、中心市街 
  地等で大幅に減少するほか、全体的にも減少の見通し 

8 出典：国勢調査及びたかまつ人口ビジョンに基づく推計結果 
（推計結果は人口ビジョンの将来人口を基にメッシュ単位で補正） 

【優先順位：低】 
分析資料として 
Ｈ２２→Ｈ３２、Ｈ３２→Ｈ４２、Ｈ５２→Ｈ６２ 
の資料を作成する。 



出典：国勢調査及びたかまつ人口ビジョンに基づく推計結果 
（推計結果は人口ビジョンの将来人口を基にメッシュ単位で補正） 

図 高齢者人口の増減（平成22年→平成62年） 

（２）人口動態と将来の見通し 
 ② 現状と将来見通し（高齢者人口の増減） 
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 図 高齢者人口密度の分布（平成22年） 

出典：国勢調査 

●平成62年での高齢者人口は、ＪＲ高徳線・ことで 
  ん琴平線・高速道路、春日川以西で囲まれた地 
   域を中心に増加 



図 人口密度の分布（平成22年） 
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（２）人口動態と将来の見通し 
 ③ 現状と将来見通し（人口密度） 

出典：国勢調査 

図 人口密度の分布（平成62年） 

●平成22年では、市中央部の南北のことでん沿線や区画整理事業を 
  行った 木太・ 太田地区等の密度が高い 
●平成62年では、①鉄道沿線で高い密度を維持、 
            ②中心市街地が低密度化、③縁辺部も低密度化 

出典：国勢調査及びたかまつ人口ビジョンに基づく推計結果 
（推計結果は人口ビジョンの将来人口を基にメッシュ単位で補正） 



図 DIDの変遷（区域） 
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（２）人口動態と将来の見通し 
 ④ ＤＩＤ※1面積・人口・人口密度の変遷 

Ｓ４５：密集度合が高い
地域が狭い区域に集中 

1㎞ 

＊ＤＩＤ（人口集中地区）イメージ 

Ｈ２２：密集度合が高
い地域（面積）が拡大 
し、人口密度が低下 
拡散・低密度化が進行 

ＤＩＤ面積 
Ｓ４５： ２６．０km2 
     増加（36％）  

Ｈ２２： ４０．９km2 

ＤＩＤ人口密度 

•Ｓ45：6,600人/km2 
     減少（21.2％） 

•Ｈ22：5,200人/km2 

ＤＩＤ人口 
Ｓ４５： １７．１万人 
     増加（19.7％） 

Ｈ２２： ２１．３万人 

※１)DIDとは： 人口集中地区のことで、国勢調査基本単位区等を基礎単位として、 
①「原則として人口密度が１平方キロ当たり4,000人以上の基本単位区が市区町村の境域内
で互いに隣接」かつ、 
②「それらの隣接した地域の人口が国勢調査時に5,000人以上を有する地域」のことを指す。 
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（３）土地利用の動向 
 ① 土地利用の状況 

  ●昭和51年と平成21年を比較すると、用途地域内を中心に、 
    田・その他の農用地が減少し、建物用地に大幅に転換 

図 土地利用現況（昭和51年） 

出典：国土数値情報 

図 土地利用現況（平成21年） 
出典：国土数値情報 
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（３）土地利用の動向 
 ② 空き家の状況 

出典：高松市提供資料 

●建物用地が拡大しているものの、その一方で、 
 中心市街地及び用途地域内を中心に空き家が 
 分布 
 
●全国的にも増加傾向にあり、本市においても、 
 今後も増加する見込み 

図 空き家の分布 ※平成26年7月調査時点 図 空き家数及び空き家率の推移－全国 
出典：総務省統計局「住宅・土地統計調査」資料 



イ 件数 
●（件数の推移）線引き廃止前の平成１５年から廃止 
   後の１６年は約１．８倍に増加。１６年から１８年まで 
   は増加傾向。１９年度から２１年度までは減少傾向、 
   ２２年度から２５年度まで概ね増加傾向 
●（区域割合）線引き廃止前の平成１５年は用途地域 
   内での開発許可の割合が高かったが、廃止後の 
   １６年以降は用途地域外での割合が高く、２５年度 
   では全体の約６３％が用途地域外 

（３）土地利用の動向 
 ③ 開発許可（面積・件数） 

図 開発行為許可面積の推移（用途地域内外） 

出典：都市計画基礎調査（平成25年度） 
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出典：都市計画基礎調査（平成25年度） 

図 開発行為許可件数の推移（用途地域内外） 
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ア 面積 
●（面積の推移）線引き廃止前の平成１５年から、廃 
   止後の１６年は約２．４倍に増加。１６年から１８年 
   まで高水準で推移。１９・２０年にかけて減少、２１年 
   から２５年まで回復傾向 
●（区域割合）線引き廃止前の平成１５年は用途地域 
   内での開発許可の割合が高かったが、廃止後の１６ 
   年以降は用途地域外での割合が高く、２５年度では 
   全体の約５７％が用途地域外 



⑤ 農地転用（面積） 

図 農地転用件数の推移（用途地域内外） 
出典：都市計画基礎調査（平成25年度）・高松市提供資料 
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図 建築確認件数の推移（用途地域内外） 

（３）土地利用の動向 
 ④ 建築確認（件数） 
●（件数推移）建築確認件数は、線引き廃止前の 
   平成１５年から１８年度まで増加傾向、 その後 
   は高水準で推移 
●（区域割合）線引き廃止前の平成１５年は用途 
   地域内での建築確認の割合が高かったが、廃 
   止後の１６年以降は用途地域内での割合が低 
   下し、平成２５年度では全体の約４６％が用途 
   地域外 
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●（面積推移）農地転用面積は、線引き廃止前 
   の平成１５年度から１８年度から概ね増加傾 
   向、１９年度から２４年度まで概ね減少傾向、 
   ２４年から２６年まで概ね増加傾向 
●（区域割合）線引き廃止の平成１５年度は用途 
   地域内での農地転用の割合が高かったが、 
   １６年度以降は用途地域外での割合が高まり、 
   ２６年度では全体の約６８％が用途地域外 



出典：国土数値情報（診療科目に内科または外科を含む医療施設） 
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（４）生活利便施設の立地状況 
 ① 医療施設（病院・診療所） 
   ●病院は地域の拠点、診療所は幹線道路 
     沿道を中心に立地 

図 医療施設（病院・診療所） 

※ 圏域＝各施設から半径800m（徒歩10分圏） 

出典：iタウンページ（スーパーマーケットとして登録のある施設） 

② 商業施設（スーパーマーケット） 
  ●人口集積エリア及び幹線道路沿道、鉄道駅周辺に立地 
  ●用途地域外では立地が疎となる地域が存在 

図 商業施設（スーパーマーケット） 



表 圏域※人口及び人口密度 

H22圏域人口
（人） 

H62圏域人口
（人） 

H22→H62人
口増減（人） 

H22圏域人口
密度（人/ha） 

H62圏域人口
密度（人/ha） 

圏域面積
（ha） 

医療施設 
（病院・診療所） 371,386  331,597  -39,789  21.9  19.6  16,947 

介護施設 361,717  325,102  -36,615  22.2  20.0  16,263 

商業施設 
（スーパーマーケット） 285,332  258,751  -26,581  31.4  28.5  9,076 

子育て支援施設 
（幼稚園・保育施設等） 344,224  308,679  -35,545  23.1  20.7  14,927 

郵便局・銀行 328,988  293,839  -35,149  23.4  20.9  14,041 
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（４）生活利便施設の立地状況 
③圏域人口及び人口密度の変化 

  ●平成22年と平成62年での圏域人口を比較すると、約2.7万人～4.0万人が減少 

  ●圏域人口が大きく減少すると、施設の維持が困難となり、撤退やサービスの低下等が懸念 

※ 圏域＝施設から半径800m（徒歩10分圏） 
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（５）公共交通利用者 
①四国運輸局管内の利用者の状況 
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2014年度 

2025年度 

公共交通輸送人員の2025年度の推計 

（四国運輸局提供） 

●四国運輸局の将来推計 
 外国人観光客数が２４万人と仮定した場合、 
 公共交通利用人員が 
 ２０１４年度（Ｈ２６年度）１億２８３０万人⇒ 
 ２０２５年度（Ｈ３７年度）１億１３００万人 
 となり、１５３０万人の減 
 

●２０２５年度の減少率（２０１４年度比） 
  幹線鉄道（ＪＲ等）・・・約１１％減 
  都市鉄軌道（ことでん等）・・・約７％減 
  一般乗合バス・・・約２１％減 
  高速乗合バス・・・約７％減 
  一般旅客定期航路・・・約１０％減 
 

●利用者減少の要素として、人口減少に加え、 
  高速道路等整備による自動車利用の増加 
  が一因 
 

●公共交通の環境整備を進め、地域住民の 
 利用促進を図る必要 

四国運輸局推計 

四国全体でも減少傾向のため、 
         本市でも同様の傾向 
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（５）公共交通利用者 
 ②本市の公共交通利用者の状況 

●モータリゼーションの発達に伴い、自動車 
  利用者が急速に増加したことにより、公共 
  交通の利用者は減少傾向 
●最近のＩＣカードを活用した利用促進施策 
  などの取組により、若干回復しているが、 
   今後は人口減少等に伴い、減少する見通し 

図 交通手段分担率の変遷 

図 公共交通利用者の変遷 

図 公共交通利用者の変化 

※高松市地域公共交通再編実施計画（平成27年度） 

※高松PT（H24） 



20 図 バス路線と公共交通利便エリア 図 公共交通利用圏と人口密度 
出典：国勢調査及び国土数値情報 出典：ことでんバス時刻表及び国土数値情報 

●ＪＲ高松駅から放射状に広がる鉄道及びバスによるネットワークを形成 

●人口が集積する地域を中心に公共交通利用圏が形成されているものの、 

  カバーできていない地域が一部存在 

（６）公共交通網 



（６）公共交通網 

現状 

将来 

●将来の都市構造を支える交通体系とするため、都心地域
交通、都心地域周辺部交通、郊外部交通の役割を明確に
した再編 
●既存ストックを有効に活用した交通結節拠点整備を推進 

●既有のバス路線網を見直し、幹線軸への結節を基本とし
たフィーダー系統へとネットワークの再編 
●バス路線の重複箇所の見直し 
              【高松市地域公共交通網形成計画】 

公共交通NW再構築の基本方針 

現状の公共交通NW 

●多くのバス系統が中心
部まで運行しているた
め、鉄道と平行して運行
する区間も多く、かつ、運
行距離が長い 

《現状》 《将来想定される問題》 

●鉄道とバスで利用者が分散 
 ⇒鉄道・バス共に利用者が減少 
 ⇒公共交通ネットワークとして維持

が困難 
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出典：国勢調査及び国土数値情報 

●居住誘導区域に指定できないとされている、 
  急傾斜地崩壊危険箇所の約23%が用途地域内 
  に分布 
 

●浸水想定区域の約50%が用途地域内に分布 

図 ハザード区域の指定状況 

図 急傾斜地崩壊危険箇所の分布 

出典：高松市提供資料及び国土数値情報 
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（７）災害 
 ①急傾斜地崩壊危険箇所等の分布 

(ha） 
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土砂災害警戒区域 

急傾斜地崩壊危険箇所 

地すべり危険箇所 

土石流危険区域 

土石流危険渓流 

浸水想定区域 

用途地域内 

用途地域外 



出典：高松市ハザードマップ 

（７）災害 
 ②浸水区域の分布 

●津波浸水想定区域※1は、沿岸部を中心に東西に分布してお 
  り、春日町・木太町ではＪＲ高徳線以南にも分布 
●洪水浸水想定区域※2は、河川沿線だけでなく、市街地全体に 
  分布 
      ※1：津波浸水想定区域：最大クラスの津波が悪条件下で発生した場合に想定される浸水区域 
      ※2：洪水浸水想定区域：河川が氾濫した場合に想定される浸水区域 

図 洪水浸水想定区域 

出典：香川県浸水予測図 
（南海トラフ地震（発生頻度が高い地震）） 
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●浸水リスクはあるものの、浸水対策を今後も継続することで、  
  リスク軽減が可能なため、居住誘導区域の設定を検討 

図 津波浸水想定区域 



H26 
歳出 

H18歳入：1,342億5,939万円 H26歳入：1,579億2,064万円 

H18 
歳入 

H26 
歳入 

自主財源 
57.9% 

依存財源 
42.1% 

自主財源 
50.7% 

依存財源 
49.3% 

市税46.5% 市税40.7% 

諸収入2.1% 

その他8.0% その他9.3% 

諸収入2.0% 地方贈与税3.1% 

地方贈与税0.6% 

地方交付税10.8% 

地方交付税11.7% 

国庫支出金11.3% 

国庫支出金15.4% 

県支出金4.4% 

県支出金4.9% 

市債6.1% 
市債12.3% 

その他6.4% その他4.4% 
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（８）財政・・・歳入・歳出構造 
●８年前と比べて、歳入における自主財源の比率が低下（Ｈ18年度57.9％⇒Ｈ26年度50.7％） 
●今後の人口減少等により更に自主財源の確保が困難になる恐れ 
●歳出においては、扶助費及び建設事業費の比率が増加しており、高齢化の進行に伴う介護・医療 
  給付費用、インフラの老朽化等に伴う維持管理費が増大 
  （扶助費Ｈ18年度19.2％⇒Ｈ26年度24.6％、建設事業費Ｈ18年度10.1％⇒Ｈ26年度13.2％） 

H18 
歳出 

H18歳出：1,290億1,712万円 H26歳出：1,516億8,289万円 

義務的経費
57.4% 

その他の経
費32.5% 

人件費23.8% 
人件費18.4% 

扶助費19.2% 扶助費24.6% 

公債費14.4% 

公債費10.9% 

建設事業費
10.1% 

物件費11.7% 物件費11.1% 

損失金12.8% 損失金7.6% 

その他8.0% その他14.2% 

義務的経費
53.9% 

その他の経
費32.9% 

投資的経費
10.1% 

建設事業費
13.2% 

投資的経費
13.2% 

H26 
歳出 

出典：高松市提供資料 

図 歳入・歳出 
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（８）財政・・・市有施設に係る将来更新費用 
●今後、市有施設の修繕等について多額の費用が必要 
●公共施設等の統廃合・長寿命化、既存ストックの活用等検討が必要（ファシリティマネジメントの推進） 

出典：高松市提供資料 
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（８）財政・・・将来推計 

図 財政状況及び推計 ※高松市財政運営指針（平成27年10月）

●市税等の一般財源が減少傾向の見込みとなる一方、危機管理センター（仮称）やこども未
来館、新病院などの大型建設事業の進捗に伴う経費のほか、少子・高齢化社会に対処する
ための施策の実施や医療・介護の社会保障給付に要する経費の増加傾向が続くことが見
込まれる推計となっている。



現状と将来見通し 

人 

口 

●人口は平成２７年まで増加するも、今後、減少に転じる見込み
●高齢化率が上昇する一方で、生産年齢人口は減少
●ＤＩＤ区域は面積拡大、人口増加ながら、人口密度は低下の
傾向

土
地
利
用 

●Ｓ５１からＨ２１の土地利用の状況は建物用地が大きく拡大
●開発許可、建築確認、農地転用は、用途地域外で顕著
●市街地の拡大・低密度化
●空き家は、中心市街地及び用途地域内に多く分布

立 

地 

●医療施設、商業施設、幼稚園・保育所、郵便局・銀行は、施設
によって一部疎となるものもあるが、ほぼ市域全域をカバー

●人口減少等によりこれらの生活利便施設の撤退、サービス低
下が危惧

交 

通 

●公共交通利用者は減少傾向
●鉄道、バスとも市の中心部を中心に放射状に運行
●人口減少等により公共交通の維持、確保が困難となるおそれ

災 

害 

●急傾斜地崩壊危険箇所及び浸水想定区域等が市街地に分布
●浸水対策は、堤防等の港湾施設や下水道施設等の整備・維
持保全、 市民への意識啓発に取り組み、安全を確保

財 

政 

●社会保障費の増嵩に加え、公共施設の修繕・再整備費が大
幅に増加する見込

●生産年齢人口の減少に伴い、市税収入は伸び悩み、厳しい財
政状況が継続

①市民の生活利便性の
維持・確保 

●人口密度の維持による医療・商業
等の生活サービス機能の維持、
確保

②公共交通の維持・充実
●高齢者等の公共交通等移動手段
の確保

●居住や生活サービス機能と連携
した公共交通ネットワークの構築

③都市活力の維持・向上
●中心市街地や各地域の中心地に
おける都市機能の集積 

⑤都市経営の効率化
●公共施設等の統廃合・長寿命化、
既存ストックの活用などによる財
政負担の軽減

本市の課題 

④地域の暮らしやすさの
向上 

●コミュニティの再生と強化
●地域包括ケアの構築
●防災、減災対策の推進
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